
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 青森大学 
設置者名 学校法人 青森山田学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜

間 ･

通 信

制 の

場合 

実務経験のある教員等に

よる授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 

全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

総合経営学部 経営学科 - 

68 

40 - 108 13 - 

社会学部 社会学科 - 65 - 133 13 - 

ソフトウェア 

情報学部 

ソフトウェア情報

学科 
- 30 - 98 13 - 

薬学部 薬学科 - 92 - 160 19 - 

（備考）１学部１学科のため学部等共通科目単位数＝専門科目単位数となる 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
学生用掲示板に掲示及び、ホームページに掲載、公表している。 

掲載ページＵＲＬ：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 青森大学 
設置者名 学校法人 青森山田学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容や 

期待する役割 

非常勤 会社役員 
2020.5.26  ～

2024.5.25 
財務担当 

非常勤 会社役員 
2020.5.26  ～

2024.5.25 
財務担当 

非常勤 
経営コンサルタント 

会社役員 

2020.5.26  ～

2024.5.25 
財務担当 

非常勤 寺院 住職 
2020.5.26  ～

2024.5.25 
総務担当 

非常勤 医療法人 役員 
2020.5.26  ～

2024.5.25 
広報担当 

（備考） 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 青森大学 

設置者名 学校法人 青森山田学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

青森大学のシラバスは、全学教務委員会が策定した「シラバス作成要領」に基づき、

全ての科目において単位認定に必要な具体的学修（授業外学修も含む）を指示すると

ともに、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法についても明記している。

また、学生が青森大学のディプロマ・ポリシーと関連づけて学修できるように、各科

目にナンバリングを実施し、「学生の達成すべき目標」の項目に「知識・技能」及び本

学が育成する汎用的能力として、「生涯をかけて学び続ける力」、「人とつながる力」

及び「自分自身を見据え、確かめる力」の「３つの力」の基準が明示され、「授業外学

習の方法」、「成績評価方法」等々の項目で具体的な記載がなされている。 

各教員（非常勤講師を含む）が担当科目のシラバスの原稿を作成する際には、本学の

ディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーを理解した上で取り組めるように、

全学教務委員会が作成した「シラバス作成要領」を全教員に配付している。また、担

当教員が作成したシラバスは、教務委員会の委員によってチェックされ、必要に応じ

て修正の指示等がなされた上で、電子シラバスとして大学ホームページ上で公開され

ている。これにより、学生自身がいつでも学内外のインターネットを使ってシラバス

を閲覧できるため、授業内容や授業外学習の指示等を確認できる（公表時期は毎年 3

月）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

授業計画書の公表方法 https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

青森大学における学修成果の評価は「学修成果の評価に関する方針」により大綱が示

され、具体的には青森大学学修達成度評価ルーブリックに基づき専門的知識・技能を

活用する力及び青森大学で学修すべき「3 つの力」の基準を定め、学生の学修評価を

厳格かつ適正に実施することとしている。 

更に、単位の計算方法及び授与については、大学学則第１０条に明記している。原則

的に１単位の授業時間を、講義・演習は１５時間、実験、実習又は実技は３０時間と

し、シラバスには全ての科目において単位認定に必要な具体的学修（授業外学修も含

む）を指示するとともに、単位認定の評価基準についても明記している。また、学修

の質を担保するために、各学部で独自の CAP 制度を導入し、１年間の履修単位上限を

定めている。 

また、各科目の評価基準・方法は科目のシラバスに明記されており、単位認定は、期

末試験・レポート・実技・受講態度等を含む評点や本学独自に概念化した汎用的能力

「３つの力」の達成状況を基準に、各科目担当者が評価を決定する。複数の教員が担

当する授業科目の場合は、あらかじめ定められた責任者が他の教員と相談し、総合的

に点数及び評価を決定している。そして、学生の成績は、各担当教員が「キャンパス

プラン（平成 30 年度までは IT 化教育支援システム）」から入力した評価が教務課に

集約され、その後、教務課職員が当システム上で適切に情報を集計・整理して、修得

単位や GPA(Grade Point Average)の現状を把握し、必要に応じてそれらが掲載された

成績表にまとめている。卒業認定基準及び進級規定等に照らして、修得単位が一定以

下の学生については、教授会等で報告し、演習担当教員や担任教員による面談指導を

行っている。特別な指導を要する学生の保護者に対しては、学生の単位取得状況など

に関する説明をしている。社会学部では、半期ごとに発送する成績表の中に修学状況

に関する注意文書を同封し、送付している。 

単位の認定は、履修登録手続きを正しく行い、各科目の授業に出席（原則的に全出席

であるが、全授業回数の三分の二以上の出席が最低条件）し、単位修得試験を受ける

などにより、シラバスに明記されている各科目の評価基準を満たした学生に対して適

正に行われている。 

上記にかかる履修指導と学修支援を適確に進めるため、教務課と教務委員会等の教職

員が協働して「青森大学学生生活ガイドブック」を作成・製本し、全学生に配布して

いる。青森大学学生生活ガイドブックには履修登録手続き等の解説に加え、成績の点

数化の基準及び GPAの算出方法など、青森大学の学生として必要な情報がコンパクト

にまとめられている。さらに、学生全員を対象に行っている履修指導としては、４月

に実施する新入生オリエンテーション及び在学生ガイダンス等における解説などに

より、学生が正しく理解できるように行っている。また、履修登録期間中は各学部の

教務委員会等の教員が学生の履修相談を行うとともに、教務課の職員は、登録が不十

分である学生を洗い出し、学部教務委員会や演習担当教員及び担任教員と連携しなが

ら直接指導を行っている。 

 

 

 

 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 



  

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

青森大学における GPA 制度は、平成２６年度から学生の計画的な履修及び主体的な学

修を促す目的で導入され、卒業単位に含まれない教職などの資格関連科目や編入及び

転入学生の認定科目を除き、履修した全ての科目を対象として GPA が算出され、成績

表・成績証明書にも表記している。平成２８年度以降の入学生からは、各学部で GPA

の活用を含む進級基準が設定され、学生に自主的な学修の重要性を認識させるメッセ

ージとなっている。 

単位認定は、上述の通り、期末試験・レポート・実技・受講態度等を含む評点や本学

独自に概念化した汎用的能力「３つの力」の達成状況を基準に点数化している。複数

の教員が担当する授業科目の場合は、あらかじめ定められた責任者が他の教員と相談

し、総合的に点数化を決定している。科目の成績評価は、「成績評価及び GP（Grade 

Point）に関する換算表」に示しており、担当教員による評点（１００～０点）に応じ

て S、A、B、C、Dの評語が決められ、C以上を単位認定とし、Dは単位不認定となる。

評価点数が算出されない場合の単位不認定は Nとし、履修放棄や欠席超過、試験未受

験等の学生本人の理由であることが明らかになる。そのため、N の成績評価の設定に

よって、教員による指導や学生の自主的な学修改善を促す仕組みとなっている。また、

成績評価は GPA（Grade Point Average）算出の基礎点として活用している。本学にお

ける GPA の算出方法及び運用については下記の通り学生に示されている。 

 

（以下新入生オリエンテーション及び在学生ガイダンス学生配布資料より抜粋） 

1. 成績評価について 

(1) 履修した科目の評価は、担当教員による評点（100～0点）によって行われます。

また評点に対応して評語と合否の判定が確定します。（表 1） 

(2) 学生と保護者に配布される成績表には評語のみが表記されます。 

表 1. 評点、評語、判定、グレードポイント 
評点 評語 判定 グレードポイント

100 - 90点 S 4
89 - 80点 A 3
79 - 70点 B 2
69 - 60点 C 1
59 - 0点 D
評価不能 N

0

合格

不合格
 

2. GPA(Grade Point Average)について 

(1) GPA は履修した科目の評価に対応したグレードポイント（表 1）を単位数で平均

化したものです。高評価の科目が多ければ GPA は上がり、低評価の科目や不合格

の科目が多いと下がります。合格か不合格かで決まる単位数を「量的な」評価と

すれば、GPA は成績の内容を問う「質的な」評価基準となります。 

(2) GPA は 4 年間（薬学部は 6 年間）を通じての評価となります。一度下がると回復

が困難ですので常に高い値を維持するように心がけてください。 

（参考） GPA の計算方法 

表 2. GPA の計算例 
科目名 単位数 (a) 評点 評語 GP (b) a×b

○○学概論 2 95 S 4 8
○○学要説 2 85 A 3 6
□□学演習I 1 55 D 0 0
□□学演習II 1 70 B 2 2
△△基礎実験 2 90 S 4 8
計 8 24

3.00GPA＝(履修登録科目の単位数×科目のGP)÷(科目単位数の合計)  
GP … グレードポイント（表１参照） 

注１） 不合格の科目も含め、履修したすべての科目から計算されます。 

注２） 教職に関する科目など卒業単位に含まれない資格関連科目や、編入学

生の認定科目は GPA の計算に含まれません。 

（抜粋終了） 



  

GPA は、当該学生の本学における当該時点までの履修科目の単位数に各履修科目のグ

レードポイントを乗じ、履修単位の総計で除した値である。GPA を軸にした履修指導

と学修支援を適確に進めるため、教務課と教務委員会等の教職員が協働して「青森大

学学生生活ガイドブック」を作成し、GPA の算出方法及び運用方法、履修登録手続き

等を具体的に明記している。 

各年度の開始時期に学生全員を対象に行っている履修指導として、新入生オリエンテ

ーション及び在学生ガイダンス等における解説などにより、学生が成績等の評価方法

及び運用に関して正しく理解できるように行っている。また、履修登録期間中は各学

部の教務委員等の教職員が学生の履修相談を行うとともに、教務課の職員は、登録が

不十分である学生を洗い出し、学部教務委員会や演習担当教員及び担任教員と連携し

ながら直接指導を行っている。また、各学部・学年別の GPA の分布図等はホームペー

ジで公表し、学生が自分の相対的位置を認識できるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

〈評価の方法〉 

https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

〈成績評価・GPA・成績の運用・各学部の GPA 分布〉 

https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 



  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

青森大学では、基本理念と教育研究上の目的を踏まえ、全学的に卒業認定・学位授与

の方針（以下「ディプロマ・ポリシー」という。）を定め、これを達成するために教育

課程編成・実施の方針（以下「カリキュラム・ポリシー」という。）を策定し、青森大

学ホームページで広く一般に公開するとともに大学案内パンフレットや学生生活ガ

イドブックで受験生や在学生に示している。新入生にはオリエンテーションにおいて

解説を行っている。学外に向けてはホームページ等で公表し、非常勤講師に対しては、

委嘱の際にディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに沿ってシラバスを作

成することを明示した「シラバス作成要領」を配布して、周知を徹底している。また、

各学部は、教育研究上の目的を踏まえ、学部ごとにカリキュラム・ポリシーを明確に

し、教育課程を編成している。進級及び卒業に関しては、進級判定会議及び卒業判定

会議で本学の規程・規則に鑑み適正な判定を実施している。 

青森大学（以下「本学」という。）は、「地域とともに生きる大学」かつ「学生中心の

大学」として、学則第１条に定める本学の目的の「有能にして良識ある人材を育成し、

文化の発展並びに人類の福祉に貢献するとともに、地域社会の向上に資すること」を

目指す教育を行い、所定の期間在学し、本学の各学位プログラムの課程を修め、専門

的知識・技能を身に付け、かつ、「未来を拓く実践力」を培うための基盤的・総合的能

力である「生涯をかけて学び続ける力」、「人とつながる力」及び「自分自身を見据え、

確かめる力」の３つの力（以下「３つの力」という。）を備えた人物に学位を授与する。

各学部では、卒業要件単位数表及び開講科目一覧表を作成し、青森大学基礎スタンダ

ード科目と専門教育科目の関連性等について、オリエンテーション及び在学生ガイダ

ンスの教務に関する説明で周知を図っている。 

卒業要件は、大学学則第１１条に、学部ごとに基礎スタンダード科目並びに専門科目

について必要単位数が明記され、履修の手引きとなる「青森大学学生生活ガイドブッ

ク」にも示されている。また、新入生オリエンテーション及び在学生ガイダンス等を

利用して学生に繰り返し説明しているほか、担任教員・演習担当教員、加えて教務課

職員等による個別対応においても、学生に卒業要件を意識させる工夫がされている。

卒業判定は、大学学則第３６条に沿って、教務委員会が資料を作成し、各学部の卒業

判定教授会に諮り審議し、学長が決定している。各学部の進級判定も卒業認定に準じ

てほぼ同様に行われている。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

 

  



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 青森大学 

設置者名 学校法人 青森山田学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

収支計算書又は損益計算書 https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

財産目録 https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

事業報告書 https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

監事による監査報告（書） https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 総合経営学部 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

経営学、経済学、商学に関する基礎的な知識・技術を教授し、企業人として必要な理解力・

実務能力・対人関係能力を涵養し、経済のグローバル化、IT 化、スポーツビジネスの進展

などに対応できる人材、総合的・多角的な視点で課題を捉え柔軟で創造的な発想・解決法

を提案できる、イノベーション能力を有した人材を育成する。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

総合経営学部は、所定の期間在学し、学位プログラムの課程を修め、基準となる単位

数の修得と必修等の条件を満たした上で、経営学に関連する総合的・専門的な知識・

技能を修得し、かつ、学位授与の可否の判定は、次に示す４つの観点を基に行う。「生

涯をかけて学び続ける力」、「人とつながる力」及び「自分自身を見据え、確かめる

力」の３つの力（以下「３つの力」という。）を備えた人物に学位を授与する。 

（詳細） 

総合経営学部は、所定の期間在学し、学位プログラムの課程を修め、基準となる単位

数の修得と必修等の条件を満たした上で、経営学に関連する総合的・専門的な知識・

技能を修得し、かつ、「生涯をかけて学び続ける力」、「人とつながる力」及び「自分

自身を見据え、確かめる力」の３つの力を備えた人物に学位を授与する。学位授与の

可否の判定は、次に示す４つの観点を基に行う。 

 

1.生涯をかけて学び続ける力 

社会の発展や自身の成長に応じて、広い関心と知的好奇心を持って、新たな価値創造

や学習経験等の必要性に気づき、専門分野に限定せずに広い視野で、他者と協働しな

がら自らの学修を主体的・継続的に進めることができる。 

2.人とつながる力 

将来の地域社会を担う主体となることの自覚を持って、自分の考えを効果的に表現す

るとともに、他者に共感し、敬意を払って対話でき、社会の人々と新たな信頼関係を

築きながら、協働することができる。 

3.自分自身を見据え、確かめる力 

将来を展望しつつ、自らの学修活動を計画し、その実践を多面的に振り返り、社会に

おいて自ら果たすべき責任を自覚し、自身の能力・資質の成長を確認するとともに、

新たな課題を発見し、改善策を見出す活動ができる。 

4.専門的知識・技能を活用する力 

経営学や経済学が対象とする組織や市場といった制度体系を理解し、その中で活躍す

る企業や地域社会の一員として責任ある行動をとることができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 



  

（概要） 

総合経営学部は、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる専門的

知識･技能と「３つの力」を修得させるために、青森大学基礎スタンダード科目、専門

教育科目及びその他必要とする科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適切に組

み合わせた授業を開講する。科目間の関連や科目の難易度を表わす科目ナンバリング

を行い、カリキュラムマップを作成し、カリキュラムの体系性を明示する。 

 

総合経営学部では社会のニーズに合わせた４つの専門コースを設定する。 

【ビジネスイノベーションコース】では、経営学のみならず、経済全体の仕組みを学

ぶ経済学や、消費・流通・販売等企業活動の諸側面で実践可能な手法を学ぶ商学の科

目等を網羅的に配置し、企業が現代社会で活動していく仕組みとその方法について学

修する。 

【会計コース】では、企業人にとって重要な財務・会計情報を理解することができる

よう、企業会計のみならず、財務部門のかかわる問題、金融関連の経済問題などを扱

う科目を配置する。 

【スポーツビジネスコース】では、現代に生きる人々の QOL（健康的な生活）にとって

重要なスポーツを、経営・ビジネスの観点から理解することができるよう、スポーツ

産業の仕組み、スポーツに関わる法律、スポーツ施設運営、スポーツイベント企画と

関連した科目を配置する。 

【フィールドツーリズムコース】では、自然由来の地域資源を生かした体験型観光商

品の企画・開発、そして実践ができる人材の育成を目指す。フィールドでの実践も重

視して「自然体験」「文化・歴史体験」を観光コンテンツとして活かし、観光事業経営

を担うための科目を配置する 

４年間を通じた学修の成果については、これを総合的に評価するため、４年次専門演

習を通じた卒業論文の提出を義務付け、基準を満たした者を卒業判定の対象とする。 

 

（詳細） 

総合経営学部は、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる専門的

知識･技能と「３つの力」を修得させるために、青森大学基礎スタンダード科目、専門

教育科目及びその他必要とする科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適切に組

み合わせた授業を開講する。科目間の関連や科目の難易度を表わす科目ナンバリング

を行い、カリキュラムマップを作成し、カリキュラムの体系性を明示する。 

本学部における具体的な教育内容、教育方法、教育評価については、以下の方針を定

める。 

1.教育内容 

①青森大学基礎スタンダードでは、経営学の学位プログラムの基礎として、３つのコ

アから成る全学共通の教養教育を行う。 

・「教養コア」では大学への適応力と確かな教養を涵養する科目を置く。 

・「技能コア」では語学や ITリテラシー等の実践的スキルを獲得する科目を置く。 

・「創成コア」では学内外の社会的活動に参画できる主体的能力等の伸長とキャリア

形成等を促す科目を置く。 

②専門教育においては、総論から各論へと体系性を重視して学年･学期別の科目配当を

行う。 

・専門分野の体系性に基づいて科目ナンバリングを行い、カリキュラムマップを作成

する。 

・専門必修科目は、総合経営学部で学ぶための前提科目であり、全ての科目を修得し

なければならない。専門必修科目を通じて、経営・会計に関する基礎知識とスキルの

修得を目指す。 

・専門選択科目では、広い視野を身に付け、経営学の学びを深めることを目指し、「商



  

学系」「経済・産業系」「法律系」「教職系」「スポーツ系」の科目を設置する。また、

専門選択科目では、大学での学びの成果の一つとしての各種資格に対応した科目を配

置し、自らのキャリア形成や、働くことと資格取得の関連性、その意義についての理

解を促す。 

・１年次より４年次まで演習を置き、身に付けた基礎的知識・技能を実践的に活用す

る能力の育成と学修内容の総合化を目指す。 

・４年次には専門教育科目を中心とする教育内容を統合するため、必修科目である「専

門演習（４年）」での学修を通じて卒業論文の提出を課す。 

 

2.教育方法 

①CAP 制を実施し、１年次から卒業年次まで、各学期の履修科目数に上限を設け、それ

ぞれの科目に十分な学修時間を確保できるようにする。 

②学生が主体的に学ぶ力を育成するため、演習科目を中心にアクティブ・ラーニング

を積極的に導入し、大学外部の各種団体とも連携しながらその成果を大学内部での学

びに還元できる仕組みの構築に努める。 

③データ収集・文献検索方法、文書作成方法、文章読解等、アカデミックリテラシーの

修得を主眼とした系統的学修と、学生のプレゼンテーション能力やコミュニケーショ

ン能力の育成を主眼とした PBL（問題解決学修）とのバランスに留意した教育を展開す

る。 

④授業外学修の内容と時間をシラバスに明示し、学生が授業の予習・復習と応用的活

動を通して自律的な学修ができるようにする。 

⑤科目の枠を超えて教員同士がそれぞれの専門性を活かし、協働で実施するプロジェ

クト関連科目を通じて、経営学に関連した知識・技能に関する総合的な能力の伸長を

促す。 

⑥１年次から４年次までの演習を通じて、専門教育内容の総合化とあわせて入学時か

ら卒業までの学修アドバイスや就職支援を行う。 

⑦地域の高等学校、企業、NPO、自治体等と連携したプログラムを開発して、学生の主

体性やコミュニケーション能力等の汎用的能力を高めることができるようにする。 

3.教育評価 

総合経営学部では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に照らして、

学位プログラムの課程と学生個人の学修の成果について客観的データの分析やルーブ

リックによって評価し、改善を図る。 

①各学部の学位プログラムの評価は、卒業・進級判定、カリキュラムマップ、科目ナン

バリング、ＧＰＡの活用、学修行動調査、「３つの力」の達成度調査、シラバス記載内

容等の実態把握に基づいて総合的に行い、それを基に改善に取り組む。 

②学生個人の教育評価は、卒業要件単位数の充足、「卒業研究」「卒業論文」等の評

価、ＧＰＡによる判定、「３つの力」の達成度、社会と関わる諸活動の成果等の実態把

握に基づいて総合的に行い、学修支援に生かす。 

・基礎的科目を履修せずに高学年に進級することにより、高学年配当科目の理解が不

十分になることの防止、高学年まで多くの未修得単位を残すことにより卒業が困難に

なることの防止を目的として、３年次に４年次専門演習履修登録基準を設け、３年次

までの学修について中間評価を行う。 

・各学期のＧＰＡを基に、学生の学修状況に関する把握を行って、基準を下回った学

生に対する勧告等の措置を通じて、逐次学修成果の点検と学修態度の改善を促す。 

・４年間を通じた学修の成果については、これを総合的に評価するため、４年次専門

演習を通じた卒業論文の提出を義務付け、基準を満たした者を卒業判定の対象とする。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 



  

（概要） 

総合経営学部は、経営学の専門的知識・技能を身につけ、自らの未来を切り拓く実践

力を備えた人間の養成を目指して教育を行っています。そのため、本学部で学ぶ意欲

があり、高等学校までの学習や経験を通じて基礎的知識を持ち、身近な問題に自ら取

り組み、その成果を表現できる力を身に付けていることを重視します。入学者の受入

れは、下記の方針に基づいて適正に行います。入学者の選抜は、高等学校又は中等教

育学校を卒業した者に限らず、帰国生徒や社会人、編入学、留学生、多様な背景を持っ

た者など、さまざまな個性、能力等を有する人々を受け入れることができるよう、入

学者選抜区分に沿った多様な選抜方法を用意して行います。 

（詳細） 

【総合経営学部が求める学生像】 

①高等学校の教育課程を幅広く修得している人 

②身近な問題について、知識や情報を基にして、筋道を立てて考え、その結果を説明

することができる人 

③総合経営学部で主体的に学ぶ意志がある人 

④学んだ知識や経験を社会で活かしたいという意欲がある人 

⑤地域における社会的活動、文化、スポーツ活動等に取り組む意欲がある人 

【入学志願者に求める学習の取組】 

・知的好奇心を持ちながら、課題にかかわることにより、地域や仲間とのつながりを

構築するために主体的に学習に取り組む必要があります。 

・文化、歴史、経済、産業などが相互に関係する地域における課題を総合的に把握し、

正確に分析するための幅広い知識と現実社会のさまざまな事象への知見を身に付けて

おく必要があります。 

・多様な分野の学習に取り組むために、リスクを恐れず何事にも挑戦する姿勢を身に

つけておく必要があります。 

【入学者選抜の基本方針】 
総合経営学部が求める学生像や学習の取組に基づき、本学部のカリキュラムに基づく学習

を進めていくために必要となる「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様

性・協働性」を総合的に評価するという観点から、下記の入学者選抜区分ごとの評価比重

に基づいて選抜します。 

 

【入学者選抜区分ごとの評価の比重】 

入学者選抜区分 

学力の３要素 

知識・技能 

 

思考力・判断力・表

現力 

主体性・多様性・協

働性 

(①) (②) (③④⑤) 

総合型選抜 〇 〇 ◎ 

学校推薦型選抜 〇 ◎ ◎ 

一般選抜 ◎ 〇 △ 

①～⑤は総合経営学部が求める学生像との対応を示しています。 

重視する度合いが高い順に「◎」「〇」「△」となります。 

 

 

 

 

 

 

 



  

学部等名 社会学部 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

現代社会の理解に必要な社会学を中心とした関連諸学問に関する幅広い知見を身に付

け、現代社会の諸問題を深く理解し、専門的な社会調査・分析能力を持って、地域社会

や国際社会が直面している諸問題を実践的に解決していく人材を育成する。また、基

本的人権の尊重、権利擁護を基礎とした社会福祉の知識・技術・価値観の学びと実践

を通して総合的で高度な専門知識を教授し、地域社会に貢献できる人材を育成する。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

社会学の基礎と応用の学位プログラムの学びを通じて社会問題の理解、課題解決活動

の計画、実践をし、基準となる単位数の修得と必修等の条件を満たした人物に学位を

授与する。学位授与判定は、「生涯をかけて学び続ける力」「人とつながる力」「自分

自身を見据え、確かめる力」「専門的知識・技能を活用する力」の４つの観点を基に行

う。 

（詳細） 

社会学部は、所定の期間在学し、学位プログラムの課程を修め、基準となる単位数の

修得と必修等の条件を満たした上で、社会学に関する専門的知識・技能を身に付け、

かつ、「生涯をかけて学び続ける力」、「人とつながる力」及び「自分自身を見据え、

確かめる力」の３つの力（以下「３つの力」という。）を備えた人物に学位を授与す

る。学位授与の可否の判定は、次に示す４つの観点を基に行う。 

1.生涯をかけて学び続ける力 

社会の発展や自身の成⾧に応じて、広い関心と知的好奇心を持って、新たな価値創造

や学習経験等の必要性に気づき、専門分野に限定せずに広い視野で、他者と協働しな

がら自らの学修を主体的・継続的に進めることができる。 

2.人とつながる力 

将来の地域社会を担う主体となることの自覚を持って、自分の考えを効果的に表現す

るとともに、他者に共感し、敬意を払って対話でき、社会の人々と新たな信頼関係を

築きながら、協働することができる。 

3.自分自身を見据え、確かめる力 

将来を展望しつつ、自らの学修活動を計画し、その実践を多面的に振り返り、社会に

おいて自ら果たすべき責任を自覚し、自身の能力・資質の成⾧を確認するとともに、

新たな課題を発見し、改善策を見出す活動ができる。 

4.専門的知識・技能を活用する力 

社会学の学位プログラムの基礎と応用に関する知識・技能を修得し、それらを用いて

地域社会の諸問題を理解し、課題解決等の実践的活動を計画し、倫理的規範を守りな

がら取り組むことができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

卒業認定・学位授与の方針に掲げた力を修得させるために、青森大学基礎スタンダー

ド科目、専門教育科目その他関連科目を体系的に編成する。専門教育では、学生の学

修目標や効率的学修の必要性に応じて、コミュニティ創生と社会福祉の 2 コースを設

け、専門教育の教育内容を統合するための必修科目として卒業論文等を最終学年に置

く。 

（詳細） 

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる専門的知識･技能と「３

つの力」を修得させるために、青森大学基礎スタンダード科目、専門教育科目、その他



  

必要とする科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適切に組み合わせた授業を開

講する。科目間の関連や科目の難易度等を表わす科目ナンバリングを行い、カリキュ

ラムマップを作成し、カリキュラムの体系性を明示する。本学部における具体的な教

育内容、教育方法、教育評価については、以下の方針を定める。 

1.教育内容 

①青森大学基礎スタンダードでは、社会学の学位プログラムの基礎として、３つのコ

アから成る全学共通の教養教育を行う。 

・「教養コア」では大学への適応力と確かな教養を涵養する科目を置く。  

・「技能コア」では語学や IT リテラシー等の実践的スキルを獲得する科目を置く。  

・「創成コア」では学内外の社会的活動に参画できる主体的能力等の伸⾧とキャリア

形成等を促す科目を置く。  

②専門教育においては、社会学の専門分野の体系性等に基づいて適切な学年･学期別の

科目配当を行う。 

・専門科目の科目ナンバリングを行い、社会学の学位プログラムのカリキュラムマッ

プを作成する。 

・最終学年には、専門教育の教育内容を統合するための必修科目として卒業論文等を

置く。 

・学生の学修目標や効率的学修の必要性に応じて、下記に示す履修コースを設ける。  

【コミュニティ創生コース】では、変化し続ける現代社会の仕組みと機能を理解し、

自ら積極的に地域社会の諸問題の解決に取り組むことができる人材を育成するため

に、社会学、地域社会学、情報社会学、観光等に関わる科目を開講する。  

【社会福祉コース】では、社会福祉士及び精神保健福祉士の資格取得に関わる科目を

中心に、現代の社会福祉をめぐる諸問題等の解決に自ら積極的に取り組むことができ

る人材を育成するための科目を開講する。 

2.教育方法 

①CAP 制を実施し、１年次から卒業年次まで、各学期又は学年の履修科目数に上限を設

け、それぞれの科目に十分な学修時間を確保できるようにする。 

②学生の主体的学修を支援できるよう、すべての専門科目でアクティブ・ラーニング

等の教授手法を積極的に取り入れる。 

③少人数教育を演習、実習等で実施し、学生の能力・資質に応じた学修ができるよう

にする。 

④授業外学修の内容と時間をシラバスに明示し、学生が授業の予習・復習や応用的活

動を通して自律的な学修ができるようにする。 

⑤資格取得対策として、「社会福祉士」「精神保健福祉士」国家試験対策のためのプロ

グラムを設ける。 

⑥学生の主体性やコミュニケーション能力等の汎用的能力を高めるために、地域の高

等学校、企業、NPO、自治体等と連携したプログラムを開発し、実施する。 

⑦担任制をとり、入学時から卒業までの学修のアドバイスや就職支援等を行う。 

3.教育評価 

社会学部では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に照らして、学位

プログラムの課程と学生個人の学修成果について客観的データの分析やルーブリック

によって評価し、改善に取り組む。 

学位プログラムの評価は、卒業・進級判定、カリキュラムマップ、科目ナンバリング、

ＧＰＡの活用、学修行動調査、「３つの力」の達成度調査、シラバス記載内容等の実態

把握に基づいて総合的に行う。その際、担任制による学修指導の方法や成果及び国家

試験対策プログラムの成果等を確かめ、改善する。 

学生個人の教育評価は、卒業要件単位数の充足、「卒業研究」「卒業論文」等の評価、

ＧＰＡによる判定、「３つの力」の達成度、社会と関わる諸活動の成果等の実態把握に



  

基づいて総合的に行い、学修支援に生かす。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

社会学部は、社会学の専門的知識・技能を身につけ、自らの未来を切り拓く実践力を

備えた人間の養成を目指して教育を行っています。そのため、本学部で学ぶ意欲があ

り、高等学校までの学習や経験を通じて基礎的知識を持ち、身近な問題に自ら取り組

み、その成果を表現できる力を身に付けていることを重視します。入学者の受入れは、

下記の方針に基づいて適正に行います。入学者の選抜は、高等学校又は中等教育学校

を卒業した者に限らず、帰国生徒や社会人、編入学、留学生、多様な背景を持った者な

ど、さまざまな個性、能力等を有する人々を受け入れることができるよう、入学者選

抜区分に沿った多様な選抜方法を用意して行います。 

（詳細） 

【社会学部が求める学生像】 

①高等学校の教育課程を幅広く修得している人 

②身近な問題について、知識や情報を基にして、筋道を立てて考え、その結果を説明

することができる人 

③社会学部で主体的に学ぶ意志がある人 

④学んだ知識や経験を社会で活かしたいという意欲がある人 

⑤地域における社会的活動、文化、スポーツ活動等に取り組む意欲がある人 

【入学志願者に求める学習の取組】 

・高等学校の教育課程における学習を通して、文化や社会に関する基礎知識、加えて

思考力、表現力等を身につけておく必要があります。 

・体験型学習等を通して、物事に主体的に関わっていく態度、様々な他者と協働して

何かを成し遂げる能力、自分自身の考えを発信していく力を身につけておく必要があ

ります。 

・地域社会が直面する問題を多様な観点から理解し、的確かつ精密に分析する力を養

うために、様々な社会現象に広く関心を持つ態度や、様々な分野の学習に取り組んで

いく態度を身につけておく必要があります。 

【入学者選抜の基本方針】 

社会学部が求める学生像や学習の取組に基づき、本学部のカリキュラムに基づく学習を進

めていくために必要となる「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・

協働性」を総合的に評価するという観点から、下記の入学者選抜区分ごとの評価比重に基

づいて選抜します。 
 
【入学者選抜区分ごとの評価の比重】 

入学者選抜区分 

学力の３要素 

知識・技能 
思考力・判断力・

表現力 

主体性・多様性・

協働性 

(①) (②) (③④⑤) 
総合型選抜 〇 ◎ ◎ 

学校推薦型選抜 〇 〇 ◎ 

一般選抜 ◎ 〇 △ 

①～⑤は社会学部が求める学生像との対応を示しています。 

重視する度合いが高い順に「◎」「〇」「△」となります。 

 

 



  

学部等名 ソフトウェア情報学部 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

基礎的な知識や情報技術からネットワークとプログラミング、ＣＧ・マルチメディア、

インテリジェントシステム等の高度な情報技術までを教授することにより、応用力、

実践力を身に付けさせ、情報通信社会の発展に寄与する人材を育成する。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

所定の課程を修め、全学共通の「生涯をかけて学び続ける力」、「人とつながる力」、

「自分自身を見据え、確かめる力」、及び「専門的知識・技能を活用する力」を備えた

人物に学位を授与する。専門的知識・技能に、工学基礎（数学・物理学）、情報システ

ムを構成するソフトウェアとハードウェア、及び情報システムの設計・実装・活用・評

価を充てる。 

 

（詳細） 

ソフトウェア情報学部は、所定の期間在学し、学位プログラムの課程を修め、基準と

なる単位数の修得と必修等の条件を満たした上で、ソフトウェア情報学の専門的な知

識・技能を修得し、かつ、「生涯をかけて学び続ける力」、「人とつながる力」及び「自

分自身を見据え、確かめる力」の３つの力（以下「３つの力」という。）を備えた人物

に学位を授与する。学位授与の可否の判定は、次に示す４つの観点を基に行う。 

1.生涯をかけて学び続ける力 

社会の発展や自身の成⾧に応じて、広い関心と知的好奇心を持って、新たな価値創造

や学習経験等の必要性に気づき、専門分野に限定せずに広い視野で、他者と協働しな

がら自らの学修を主体的・継続的に進めることができる。 

2.人とつながる力 

将来の地域社会を担う主体となることの自覚を持って、自分の考えを効果的に表現す

るとともに、他者に共感し、敬意を払って対話でき、社会の人々と新たな信頼関係を

築きながら、協働することができる。 

3.自分自身を見据え、確かめる力 

将来を展望しつつ、自らの学修活動を計画し、その実践を多面的に振り返り、社会に

おいて自ら果たすべき責任を自覚し、自身の能力・資質の成⾧を確認するとともに、

新たな課題を発見し、改善策を見出す活動ができる。 

4.専門的知識・技能を活用する力 

工学の基礎となる数学や物理学の知識を有する。情報システムを構成するソフトウェ

アとハードウェアの両面に関する知識・技能を有する。課題を解決するために必要な

情報システムを設計、実装、活用、評価することができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

卒業認定・学位授与の方針に掲げた力を修得させるために、青森大学基礎スタンダー

ド科目、専門教育科目、教職に関する科目を体系的に編成する。専門教育では、工学基

礎と情報工学分野を中心に科目を配置するとともに、１・２年次のプログラミング演

習と３・４年次のゼミ・卒業研究等での制作・協働を通して、知識・技能を活用する力

を育成する。 

（詳細） 

ソフトウェア情報学部は、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲け

げる専門的知識・技能と「3つの力」を修得させるために、青森大学基礎スタンダード

科目、専門 教育科目、教職に関する科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適切



  

に組み合わせた授業を開講する。科目間の関連や科目の難易度を表わす科目ナンバリ

ングを行い、カリキュラムマップを作成し、カリキュラムの体系性を明示する。本学

部における具体的な教育内容、教育方法、教育評価については、以下の方針を定める。 

1.教育内容 

①青森大学基礎スタンダードでは、情報工学の学位プログラムの基礎として、3つのコ

アから成る全学共通の教養教育を行う。 

・「教養コア」では大学への適応力と確かな教養を涵養する科目を置く。 

・「技能コア」では語学や IT リテラシー等の実践的スキルを獲得する科目を置く。 

・「創成コア」では学内外の社会的活動に参画できる主体的能力等の伸長とキャリア

形成等を促す科目を置く。 

②専門教育においては、専門分野の体系性に基づいて科目ナンバリングを行い、カリ

キュラムマップを作成し、学年・学期別の科目配当を行う。 

・情報工学の基礎として必要な数学、物理学に関する科目を配置する。 

・ネットワークとプログラミング、CG・マルチメディア、インテリジェントシステム

の分野にわたって科目を配置し、コンピュータやオペレーティングシステムの動作原

理、ネットワークや組込みシステムの仕組み、コンピュータグラフィックスの技術、

プログラミング技法等を体系的に学べるようにする。 

・1 年次に「ソフトウェア情報学基礎ゼミナール」を配置し、初年次教育を行うととも

に、研究室に配属して早い段階から研究に触れることで、4年間の目標を意識できるよ

うにする。 

・1年次に「プログラミング演習 I、II」、2年次に「プログラミングワークショップ

I、II」、3年次に「開発ワークショップ」および「創作ゼミナール」、4年次に「卒業

研究」を配置し、プログラミング能力のみならず、問題解決能力やコミュニケーショ

ン能力を段階的に修得できるようにする。また、学内外との連携の取組みにより、そ

れらの能力をより確実なものにできるようにする。 

・「創作ゼミナール」では、各学生をいずれかの研究室に配属し、テーマの設定から、

開発、成果発表までを経験させ、総合的かつ創造的な能力の養成を目指すと同時に、

就職活動にも生かせるようにする。 

・「卒業研究」では、それまでに身に付けた知識を駆使し、また、指導教員や他の学生

との議論、文献調査等を行いながら、一つのテーマについて研究・開発を進め、自律

的・継続的研究能力やソフトウェア技術者に必要な総合力を高めることを目指す。 

・各種資格試験（基本情報技術者試験、IT パスポート試験、CG エンジニア検定、CAD 

利用技術者試験）への対応を意識してカリキュラムを編成し、受験対策支援を行う。 

2.教育方法 

①CAP 制を実施し、1年次から卒業年次まで、各学年の履修科目数に上限を設け、それ

ぞれの科目に十分な学修時間を確保できるようにする。 

②3年次、4年次の中心科目を履修するために必要な履修状況に関する条件を設定し、

学習の順次性を確保するとともに、中心科目に集中して取り組める学修環境を担保す

る。 

③アクティブ・ラーニングを積極的に取り入れ、学生の主体的学修を支援できるよう

にする。 

④少人数教育を演習、実習等で実施し、学生の能力・資質に応じた学修ができるよう

にする。 

⑤授業外学修の内容と時間をシラバスに明示し、学生が授業の予習・復習や応用的活

動を通して自律的な学修ができるようにする。 

⑥地域の高等学校、企業、NPO、自治体等と連携して、学生の主体性やコミュニケーシ

ョン能力等の汎用的能力を高めるために、実践的な教育方法を積極的に取り入れる。 

⑦担任制をとり、入学時から卒業までの学修のアドバイスや就職支援を行う。 

 



  

3.教育評価 

ソフトウェア情報学部では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に照

らして、学位プログラムの課程と学生個人の学修の成果について客観的データの分析

やルーブリックによって評価し、改善を図る。 

①学位プログラムの評価は、卒業・進級判定、カリキュラムマップ、科目ナンバリン

グ、GPA の活用、学修行動調査、「3つの力」の達成度調査、シラバス記載内容等の実

態把握に基づいて総合的に行う。 

②学生個人の教育評価は、卒業要件単位数の充足、「卒業研究」、GPA による判定、「3

つの力」の達成度、専門分野の知識・技能を活用した創造的活動や地域社会と関わる

活動等の成果に基づいて総合的に行う。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

ソフトウェア情報学部は、情報工学の専門的知識・技能を身につけ、自らの未来を切

り拓く実践力を備えた人間の養成を目指して教育を行っています。そのため、本学部

で学ぶ意欲があり、高等学校までの学習や経験を通じて基礎的知識を持ち、身近な問

題に自ら取り組み、その成果を表現できる力を身に付けていることを重視します。 

入学者の受入れは、下記の方針に基づいて適正に行います。入学者の選抜は、高等学

校又は中等教育学校を卒業した者に限らず、帰国生徒や社会人、編入学、留学生、多様

な背景を持った者など、さまざまな個性、能力等を有する人々を受け入れることがで

きるよう、入学者選抜区分に沿った多様な選抜方法を用意して行います 

（詳細） 

【ソフトウェア情報学部が求める学生像】 

①高等学校の教育課程を幅広く修得している人 

②身近な問題について、知識や情報を基にして、筋道を立てて考え、その結果を説明

することができる人 

③ソフトウェア情報学部で主体的に学ぶ意志がある人 

④学んだ知識や経験を社会で活かしたいという意欲がある人 

⑤地域における社会的活動、文化、スポーツ活動等に取り組む意欲がある人 

【入学志願者に求める学習の取組】 

・教科・科目の学習を通して、数学を中心とした幅広い分野の基礎知識を身に付けて

ください。 

・身近な問題について、必要な情報を集めた上で自ら論理的に考え、その結果を他者

が理解できるよう工夫して説明する態度や習慣を身に付けてください。 

・情報通信技術に関心を持ち、学んだ知識や得られた技能を地域や社会のために活用

しようとする意欲を持ってください。 

【入学者選抜の基本方針】 

ソフトウェア情報学部が求める学生像や学習の取組に基づき、本学部のカリキュラム

に基づく学習を進めていくために必要となる「知識・技能」「思考力・判断力・表現

力」「主体性・多様性・協働性」を総合的に評価するという観点から、下記の入学者選

抜区分ごとの評価比重に基づいて選抜します。 

 
【入学者選抜区分ごとの評価の比重】 

入学者選抜区分 

学力の３要素 

知識・技能 
思考力・判断力・

表現力 

主体性・多様性・

協働性 

(①) (②) (③④⑤) 
総合型選抜 △ ◎ ◎ 

学校推薦型選抜 △ ◎ 〇 

一般選抜 ◎ 〇 △ 



  

①～⑤はソフトウェア情報学部が求める学生像との対応を示しています 

重視する度合いが高い順に「◎」「〇」「△」となります。 

 

 
学部等名 薬学部 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

薬学の基礎となる科学的知識・技術を授け、さらに医療薬学的知識・技術及び医療人

としての心構えと態度を身に付け、わが国の医療環境の進展に応え得る薬剤師を育成

することを目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

薬学部は、所定の期間在学し、学位プログラムの課程を修め、基準となる単位数の修

得と必修等の条件を満たすことにより、薬剤師として必要な専門的知識・技能・態度

を修得し、かつ、全学で定める「３つの力」を備えた人物に学位を授与する。 

（詳細） 

薬学部は、所定の期間在学し、学位プログラムの課程を修め、基準となる単位数の修

得と必修等の条件を満たすことにより、薬剤師として必要な知識・技能・態度を修得

し、かつ、「生涯をかけて学び続ける力」、「人とつながる力」及び「自分自身を見据

え、確かめる力」の３つの力（以下「３つの力」という。）を備えた人物に学位を授与

する。学位の授与の可否の判定は、次に示す４つの観点を基に行う。 

1.生涯をかけて学び続ける力 

社会の発展や自身の成⾧に応じて、広い関心と知的好奇心を持って、新たな価値創造

や学習経験等の必要性に気づき、専門分野に限定せずに広い視野で、他者と協働しな

がら自らの学修を主体的・継続的に進めることができる。 

2.人とつながる力 

将来の地域社会を担う主体となることの自覚を持って、自分の考えを効果的に表現す

るとともに、他者に共感し、敬意を払って対話でき、社会の人々と新たな信頼関係を

築きながら、協働することができる。  

3.自分自身を見据え、確かめる力  

将来を展望しつつ、自らの学修活動を計画し、その実践を多面的に振り返り、社会に

おいて自ら果たすべき責任を自覚し、自身の能力・資質の成⾧を確認するとともに、

新たな課題を発見し、改善策を見出す活動ができる。  

4.専門的知識・技能を活用する力を持ち、薬剤師として必要な資質を有する  

薬の専門家として、豊かな人間性と生命の尊厳について深い認識を持ち、人の命と健

康な生活を守る使命感・責任感及び倫理観を有する。医療人として必要なコミュニケ

ーション・プレゼンテーション能力を修得し、医薬品の専門家としてチーム医療に貢

献できる。地域の保健、医療、福祉、介護の課題を理解し、問題発見・解決能力によ

り、薬剤師として貢献することができる。患者・生活者、他職種から情報を適切に収

集、分析でき、様々な体験から継続的に獲得した知識を、外部に発信できる。医薬品適

正使用の基盤となる科学を修得し、医薬品の供給、調剤、服薬指導、処方設計の提案等

の薬学的管理の実践に応用できる。 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 



  

（概要） 

薬学部は、卒業の認定に関する方針に掲げる専門的知識･技能と「３つの力」を修得さ

せるために、「薬学教育モデル・コアカリキュラム」に準じた体系的なカリキュラムを

編成し、臨床教育に重点を置きつつ、基礎薬学教育を充実させる。 

 

（詳細） 

薬学部は、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる専門的知識･

技能と「３つの力」を修得させるために、科目間の関連や科目の難易度を表わす科目

ナンバリングによって体系的なカリキュラムを編成する。また、「薬学教育モデル・コ

アカリキュラム」に準じて、臨床教育に重点を置きつつ、基礎薬学教育を充実させる。 

薬学部における具体的な教育内容、教育方法、教育評価については、以下の方針を定

める。 

1.教育内容 

①青森大学基礎スタンダードでは、薬学の学位プログラムの基礎として、３つのコア

から成る全学共通の教養教育を行う。 

・「教養コア」では大学への適応力と確かな教養を涵養する科目を置く。 

・「技能コア」では語学や IT リテラシー等の実践的スキルを獲得する科目を置く。 

・「創成コア」では学内外の社会的活動に参画できる主体的能力等の伸⾧とキャリア

形成等を促す科目を置く。  

②専門教育においては、薬学の専門分野の体系性に基づいて学年･学期別の科目配当を

行う。 

・科目ナンバリングを行い、カリキュラムマップを作成する。 

・６年制薬学教育の基礎として、薬学基礎科目（「物理化学」「分析化学」「有機化

学」「生化学」等）を置き、医薬品や化学物質と生命現象を理解するための基礎知識・

技術を習得できるようにする。 

・薬学専門科目（「薬理学」「薬剤学」等、及び臨床関連科目）を置き、医療現場にお

いて安全で有効な薬物療法に関する知識を修得できるようにする。 

・専門的知識・技能・態度を身に付け、地域の介護、福祉の仕組みを理解し、薬剤師と

して臨床現場で活躍できるようにするために、１年次から早期臨床体験を行う「薬学

臨床」や、Small group discussion（SGD）方式や Problem-based Learning（PBL）に

よる演習、地域の介護、福祉施設の見学、模擬薬局での演習を置く。 

・医療人としての倫理性の醸成のために、キャリアデザイン科目（「薬倫理学」「臨床

コミュニケーション学演習」等）、実務実習関連科目（「病院薬局学」「保険薬局学」

等）を開講する。 

・総合的実践能力と地域医療の専門知識を涵養するために、各学年で学んだ知識と体

験を有機的に統合する演習科目を開講する。 

・「地域と健康」等、青森県独自の地域性と健康の特色を学ぶ「薬学アドバンスト科

目」を開講し、地域に根ざした医療へ参画できる薬剤師の育成を目指す。 

・「病院実習」と「薬局実習」を開講し、臨床への参加・体験型学習を通して、薬剤師

に求められる総合的かつ実践的な知識・技能・態度を修得できるようにする。 

・自ら課題を探し出し、専門的知識・技術を活用して解決する能力を養うために、「特

別実習（卒業研究）」を置く。 

2.教育方法 

①CAP 制を実施し、１年次から卒業年次まで、各学期の履修科目数に上限を設け、それ

ぞれの科目に十分な学習時間を確保できるようにする。 

②アクティブ・ラーニングとして、Small group discussion（SGD）、Problem-based 

Learning（PBL）を専門科目で積極的に取り入れ、学生の主体的学修を支援できるよう

にする。 



  

③授業外学修の内容と時間をシラバスに明示し、学生が授業の予習・復習や応用的活

動を通して自律的な学修ができるようにする。 

④地域の企業、薬剤師会等と連携して、「病院実習」と「薬局実習」を開講し、学生の

主体性やコミュニケーション能力等の汎用的能力を高める。 

⑤担任制をとり、入学時からの学修のアドバイスを行う。さらに、４年次から６年次

において研究室に配属し、指導教員が研究及び学修指導を緊密に行う。 

3.教育評価 

薬学部では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に照らして、学位プ

ログラムの課程と学生個人の学修の成果について客観的データの分析やルーブリック

によって評価し、改善に取り組む。 

①学位プログラムの評価は、卒業・進級判定、カリキュラムマップ、科目ナンバリン

グ、ＧＰＡの活用、学修行動調査、「３つの力」の達成度調査、シラバス記載内容等の

実態把握に基づいて総合的に行う。その際、担任制による学修指導の方法や成果を確

かめ、改善する。 

②学生個人の教育評価は、卒業要件単位数の充足、「卒業研究」「卒業論文」等の評

価、ＧＰＡによる判定、「３つの力」の達成度、社会と関わる諸活動の成果等の実態把

握に基づいて総合的に行う。 

・各学年の進級判定基準を定め、各学年で求められる知識、技能、態度を修得できて

いることを確認する。 

・学期ＧＰＡを基に、学生の学修状況に関する把握を行い、基準を下回った学生に対

する勧告等の措置を通じて、逐次学修成果の点検と学習態度の改善を促す。 

・４年次において、１年次からの学修成果を総括的に演習により評価し、不合格の者

には再試験を課し、合格することを求める。 

・６年次において、「専門的知識・技能を活用する力を持ち、薬剤師として必要な基本

的資質」の修得達成度を総括的に演習により評価し、不合格の者には再試験を課し、

合格することを求める。 

・「特別実習（卒業研究）」（４年次から６年次）について、卒業研究発表、卒業論文

と卒業研究態度等の観点からルーブリックを用いて達成度を評価する。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/） 

（概要） 

青森大学薬学部は、地域の薬剤師を養成することを目的とした６年制の学部です。従

って、薬剤師として必要な資質を得るために必要な知識、技能及び倫理観を身に付け

させることが使命です。その使命を理解し、必要となる基礎力を有し、薬学を学ぶ強

い意志を持つ学生の入学を求めます。入学者の受入れは、下記の方針に基づいて適正

に行います。入学者の選抜は、高等学校又は中等教育学校を卒業した者に限らず、帰

国生徒や社会人、編入学、留学生、多様な背景を持った者など、さまざまな個性、能力

等を有する人々を受け入れることができるよう、入学者選抜区分に沿った多様な選抜

方法を用意して行います。 

（詳細） 

【薬学部が求める学生像】 

①化学、数学、語学を中心に高等学校の教育課程を幅広く修得している人 

②身近な問題について、知識や情報を基にして、筋道を立てて考え、その結果を説明

することができる人 

③自ら学ぼうとする意志を持っている人 

④人への思いやりを持ち、多様な人々とコミュニケーションを取ろうとする態度が身

に付いている人 

⑤薬の専門家として、他者と協働して、地域社会に役立ちたいという志を持っている

人 



  

【入学志願者に求める学習の取組み】 

・薬剤師として必要な基礎的な科学力を培うために、理系科目のみならず語学など文

系科目全般を修得し、総合的な学力を身につけてください。 

・様々な問題を発見する力や関連する情報を収集、分析する力、これらを用いて、問

題を解決する力を養うために、身近な問題や社会の動きについて常に関心を持ち、考

えることで、自ら継続して学ぶ意志を磨いてください。 

・他者と協働して地域社会に役立つために、ボランティアや課外活動を通して、思い

やりやコミュニケーションを身につけてください。 

【入学者選抜の基本方針】 

薬学部が求める学生像や学習の取組に基づき、本学部のカリキュラムに基づく学習を

進めていくために必要となる「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多

様性・協働性」を総合的に評価するという観点から、下記の入学者選抜区分ごとの評

価比重に基づいて選抜します。 

 

【入学者選抜区分ごとの評価の比重】 

入学者選抜区分 

学力の３要素 

知識・技能 
思考力・判断力・

表現力 

主体性・多様性・

協働性 

(①) (②) (③④⑤) 
総合型選抜 〇 ◎ 〇 

学校推薦型選抜 〇 〇 ◎ 

一般選抜 ◎ △ ◎ 

①～⑤は総合経営学部が求める学生像との対応を示しています。 

重視する度合いが高い順に「◎」「〇」「△」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

 

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 3 人 － 人

総合経営学部 － 7 人 5 人 2 人 －人 1 人 15 人

社会学部 － 17 人 3 人 2 人 －人 －人 22 人

ソフトウェア情報学部 － 11 人 3 人 2 人 1 人 －人 17 人

薬学部 － 14 人 11 人 4 人 3 人 1 人 33 人

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

０人 63 人 63 人

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

毎年 2 回全教職員参加の研修会を開催。そのほか FD・SD 委員会による外部研修会等への参加を促進、管

理している。 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

総合経営学部 130 人 142 人 109％ 460 人 461 人 100％ －人 1 人

社会学部 70 人 74 人 105％ 280 人 272 人 97％ －人 1 人

ソフトウェア

情報学部 70 人 62 人 88％ 220 人 220 人 100％ －人 1 人

薬学部 50 人 41 人 82％ 420 人 234 人 55％ －人 3 人

合計 320 人 319 人 99％ 1,380 人 1,187 人 86％ －人 6 人

（備考）・総合経営学部、ソフトウェア情報学部の収容定員について：入学定員変更（学年進行中）に伴

い入学定員×４年にはならない 

・薬学部の収容定員について：入学定員変更（学年進行中）に伴い入学定員×6 年にはならない

 

 

 

 

 

 

 



  

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

総合経営学部 117 人

（100％）

5 人

（4.27％）

93 人

（79.48％）

19 人

（16.23％）

社会学部 75 人

（100％）

1 人

（1.33％）

59 人

（78.66％）

15 人

（20％）

ソフトウェア

情報学部 

52 人

（100％）

0 人

（0％）

48 人

（92.30％）

4 人

（7.69％）

薬学部 45 人

（100％）

1 人

（2.22％）

13 人

（28.88％）

31 人

（68.88％）

合計 
289 人

（100％）

7 人

（2.42％）

213 人

（73.70％）

59 人

（20.41％）

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

航空自衛隊 海上自衛隊 青森県警察 秋田県警察 岩手県警察 神奈川県警察 群馬県警察 十和田

地域広域事務組合消防本部 会津坂下町役場 雫石町役場 藤里町役場 陸上自衛隊 埼玉県庁（福祉

職）青森県立中央病院 青森市民病院 青森保健生活協同組合 医療法人元秀会弘前小野病院 市立函

館病院 函館五稜郭病院 八戸赤十字病院 弘前大学医学部附属病院 弘前脳卒中・リハビリテーショ

ンセンター 社会医療法人松平病院 

株式会社青森銀行 株式会社みちのく銀行 青い森信用金庫 青森県信用組合 羽後信用金庫 東奥信

用金庫 JP アセット証券株式会社 きたそらち農業協同組合 株式会社西部開発農産 合同会社八兵衛

農園 

地方独立行政法人青森県産業技術センター 株式会社小野寺会計事務所 北村技術株式会社 日本原燃

分析株式会社 NPO 法人あおもり IT 活用サポートセンター  

群馬県立高崎女子高等学校 学校法人青森山田学園 学校法人下山学園  

青森保健生活協同組合 株式会社ベネッセスタイルケア ロングライフホールディング株式会社 

センコー株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 伊東電機株式会社 ENEOS 株式会社 株式会社角弘

金八神漁網株式会社 カメイ株式会社 コマツカスタマーサポート株式会社 株式会社大正堂 大和冷

機工業株式会社 東和電材株式会社 JFE スチール株式会社 プライフーズ株式会社 六花亭製菓株式

会社 ネッツトヨタみちのく株式会社 株式会社半田硝子建材 ビジョナグループ 藤村機器株式会社

株式会社丸大サクラヰ薬局 株式会社吉田産業 株式会社ネクシィーズ  共同エンジニアリング株式

会社 株式会社青南商事 綜合警備保障株式会社 株式会社相双リテック 日本住宅株式会社 一建設

株式会社 青森日野自動車株式会社 西濃運輸株式会社 津軽海峡フェリー株式会社 八戸通運株式会

社 株式会社シバタ医理科 株式会社千代田商事 トヨタモビリティパーツ株式会社北東北統括支社

株式会社バイタルネット 株式会社薬王堂 株式会社ヤマイシ 株式会社ヤマダホールディングス ヒ

ロフーズ株式会社 株式会社ムジコ・クリエイト  

社会福祉法人青森県社会福祉協議会 社会福祉法人今金町社会福祉協議会 社会福祉法人岩手県社会福

祉事業団 医療法人久幸会グループ 医療法人三良会 社会福祉法人七峰会 社会福祉法人俊公会 医

療法人青仁会 医療法人静和会 セントケア・ホールディングス株式会社 社会福祉法人道友会 社会

福祉法人ドリームホープなかよし 社会福祉法人八陽会 株式会社みんなのベース メディカルケア株

式会社 医療法人雄心会 社会福祉法人ゆきわり会 医療法人社団緑愛会 株式会社いきいき 医療法

人鶴豊会 SOMPO ケア株式会社 株式会社ベネッセスタイルケア 

株式会社青森県農協電算センター 株式会社アミィアクティブ 株式会社 OEC 株式会社岡山トヨタシ

ステムサービス 株式会社クエスト シオステクノロジー株式会社 株式会社ネクストビート 株式会

社日立社会情報サービス 株式会社ブロードバンドタワー イオン東北株式会社 有限会社岩田広告社

株式会社ウィズソル 株式会社ソフトアカデミーあおもり 

一般社団法人あおもり健康企画 株式会社ウィーズ 株式会社 SF・インフォネット 有限会社ケイエス

メディカル 有限会社幸仁メディカル 有限会社サワカミ薬局 総合メディカル株式会社 有限会社テ

ック 株式会社ファルマ MiK 株式会社 南日本薬品株式会社 

（備考） 

 

 

 



  

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 
入学者数 

修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

合計 
人

（100％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

人

（  ％）

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

【教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成】 
学長の統括の下、全学教務委員会が「青森大学基礎スタンダード」の編成を担当し、一方、

各学部の教務委員会は主に専門教育課程の編成を担当して、相互に協力しながら、カリキ

ュラム・ポリシーに沿った体系的な教育課程の運営を行っている。各学部では、卒業要件

単位数表及び開講科目一覧表を作成し、青森大学基礎スタンダード科目と専門教育科目

の関連性等について、オリエンテーション及び在学生ガイダンスの教務に関する説明で

周知を図っている。平成２６年度に科目ナンバリング制度を導入し、科目間の関連性や内

容の難易を分かりやすく表現するために、全ての授業科目に科目の分類を表す記号及び

科目の難易度を表す番号を設定している。学生が科目ナンバリングに基づいて、自主的に

体系的な学修活動が行えるように、オリエンテーションにおいて科目ナンバリングにつ

いてのガイダンスを行った。また、科目ナンバリングの体系を示す資料を作成し、教育課

程の点検のために活用できるようにしている。シラバスには、学生がディプロマ・ポリシ

ーと関連づけて学修ができるように、各科目にナンバリングを実施し、「学生の達成すべ

き目標」の項目に「知識・技術」及び本学が育成する汎用的能力として、「生涯をかけて

学び続ける力」、「人とつながる力」及び「自分自身を見据え、確かめる力」の「３つの

力」の基準が明示され、「授業外学習の方法」、「成績評価方法」等々の項目で具体的な

記載がなされている。各教員（非常勤講師を含む）が担当科目のシラバスの原稿を作成す

る際に、本学のディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーを理解した上で取り組め

るように、教務委員会が作成した「シラバス作成要領」を全教員に配付している。また、

担当教員が作成したシラバスは、教務委員会の委員によってチェックされ、必要に応じて

修正の指示等がなされた上で、電子シラバスとして大学ホームページ上で公開されてい

る。これにより、学生自身がいつでも学内外のインターネットを使ってシラバスを閲覧で

きるため、授業内容や授業外学習の指示等を確認できる。実際の教育課程は、カリキュラ

ム・ポリシーに基づいて、全学共通の教養教育である「基礎スタンダード」科目と各学部

の専門科目によって体系的に編成され、知識・技術の修得とともに、「３つの力」の修得

ができるよう編成されている。 

【青森大学基礎スタンダード】 
青森大学基礎スタンダードは、平成２５年度に全学共通の教養課程として導入され、当初

は変化する時代を生き抜く実践力の養成を目指して「教養コア」と「技能コア」を置いて

いた。平成２６年度には「創成コア」を追加し、キャリア形成科目及び関連する地域貢献

科目を配置して、地域貢献に役立つ知識・技能の育成にも力を入れている。 

「教養コア」には、人文科学、社会科学、自然科学の教養科目に加えて、全学部必修の初

年次教育科目として「学問のすすめ」、「人間と文化」、「社会と環境」等の全学協力体



  

制によるオムニバス科目と「基礎演習」を置いている。これらの科目の設計・運営は、科

目コーディネーターを中心として教員グループが協働して当たり、学生の主体的な能力

を引き出すため、様々なアクティブ・ラーニングの方法を積極的に取り入れて、学修に対

する動機づけを高めるとともに、確かな教養の修得に力を注いでいる。特に、「基礎演習」

では、本学が作成した初年次教育用のテキスト「学びの道しるべ」を刊行し、大学生活の

基礎知識やノートの取り方、レポート作成方法等をはじめ、本学の「３つの力」に含まれ

るコミュニケーションやプレゼンテーション能力など対人関係能力等の基礎を養成する

ことに注力している。「技能コア」には、英語をはじめとする外国語運用能力を錬成する

「言語スキル」科目群、健康増進と身体能力の向上を行う「身体スキル」科目群、ITのリ

テラシーや基礎的なデータ分析、プレゼンテーションスキルの習得を支援する「情報スキ

ル」科目群を置いている。特に、１年次の「英語」については、入学当初にプレイスメン

トテストを実施した上で習熟度別のクラス編成としている。また、情報処理に関連する資

格の取得を推奨するなど学生の学修意欲を喚起して、実社会において通用する実践力を

養う工夫を行っている。「創成コア」の科目は、「地域創成科目」と「自己創成科目」に

分類される。地域創成科目では、「地域貢献基礎演習」、「地域貢献演習」、「あおもり

学」そして「じょっぱり経済学」を置き、学生が様々な地域連携をテーマとして、課題解

決型学修により実践的に学び、学年進行に伴って本格化する地域連携活動への円滑な導

入や、卒業後も含めた地域における様々な活動へつなぐことを目標としている。また、自

己創成科目では、「就職活動実践演習 A・B」、「インターンシップ」、「ボランティア活

動」そして「キャリア特別実習Ⅰ〜Ⅳ」を開設し、一人ひとりのキャリア形成と社会人基

礎力や基礎学力等の就業力の伸長を図っている。加えて、平成２６年度から各学部の専門

科目は、基礎スタンダード科目との連携を図りつつ、体系的に編成するとともに、学生の

主体的能力を引き出すよう、PBL など教授方法の改善を進めている。青森大学では、基本

理念と教育研究上の目的を踏まえ、全学的に卒業認定・学位授与の方針（以下「ディプロ

マ・ポリシー」という。）を定め、これを達成するために教育課程編成・実施の方針（以

下「カリキュラム・ポリシー」という。）を策定し、青森大学ホームページで広く一般に

公開するとともに大学案内パンフレットや学生生活ガイドブックで受験生や在学生に示

している。新入生にはオリエンテーションにおいて解説を行っている。学外に向けてはホ

ームページ等で公表し、非常勤講師に対しては、委嘱の際にディプロマ・ポリシー及びカ

リキュラム・ポリシーに沿ってシラバスを作成することを明示した「シラバス作成要領」

を配布して、周知を徹底している。また、各学部は、教育研究上の目的を踏まえ、学部ご

とにカリキュラム・ポリシーを明確にし、教育課程を編成している。進級及び卒業に関し

ては、進級判定会議及び卒業判定会議で本学の規程・規則に鑑み適正な判定を実施してい

る。本学の各学部では、「地域とともに生きる大学」かつ「学生中心の大学」として、学

則第１条に定める本学の目的の「有能にして良識ある人材を育成し、文化の発展並びに人

類の福祉に貢献するとともに、地域社会の向上に資すること」を目指す教育を行い、所定

の期間在学し、本学の各学位プログラムの課程を修め、専門的知識・技能を身に付け、か

つ、「未来を拓く実践力」を培うための基盤的・総合的能力である「生涯をかけて学び続

ける力」、「人とつながる力」及び「自分自身を見据え、確かめる力」の３つの力（以下

「３つの力」という。）を備えた人物に学位を授与する。各学部では、卒業要件単位数表

及び開講科目一覧表を作成し、青森大学基礎スタンダード科目と専門教育科目の関連性

等について、オリエンテーション及び在学生ガイダンスの教務に関する説明で周知を図

っている。卒業要件は、大学学則第１１条に、学部ごとに基礎スタンダード科目並びに専

門科目について必要単位数が明記され、履修の手引きとなる「青森大学学生生活ガイドブ

ック」にも示されている。また、新入生オリエンテーション及び在学生ガイダンス等を利

用して学生に繰り返し説明しているほか、担任教員・演習担当教員、加えて教務課職員等

による個別対応においても、学生に卒業要件を意識させる工夫がされている。卒業判定

は、大学学則第３６条に沿って、教務委員会が資料を作成し、各学部の卒業判定教授会に

諮り審議し、学長が決定している。各学部の進級判定も卒業認定に準じてほぼ同様に行わ



  

れている。 

【教授方法の工夫・開発】 
青森大学基礎スタンダードの導入に伴い、学生の主体的な能力を引き出すことができる

よう、教授方法の改善・工夫に努めている。基礎スタンダード科目は、４学部の教員が協

働により、学生グループのコミュニケーション能力、表現能力などを向上させるよう、双

方向の授業や地域の人々との交流の体験などを取り入れる学修を進めている。専門科目

についても、PBL などにより教授方法の改善を行っている。学生の授業アンケートを授業

の改善に活かしており、また、FD 活動としては、全学的な授業公開期間の設定や外部の

研修会へ派遣するほか、アクティブ・ラーニングの在り方をテーマとする教職員研修会も

行っている。遠隔授業に関する授業方法の工夫・開発は、青森キャンパスの他に東京キャ

ンパス及びむつキャンパスを開設している本学にとって重要な案件である。遠隔授業に

関する授業方法の工夫・開発に関する FS・SD を過去 2 年間で複数回実施してきた他、学

長裁量経費を用いた教育研究プロジェクトで「遠隔授業等による高い学修支援効果が期

待できる授業方法等の構築・改善に関する研究及び実装」を採択し、遠隔授業の改善等を

研究対象として取り組んでいる。この研究成果は、既に論文として青森大学付属総合研究

所の紀要に 2本発表されている；①櫛引素夫、松本大吾、澁谷泰秀（2021）.青森大学に

おけるオンライン授業の課題と可能性-総合経営学部・社会学部における実践から

-,vol.23, No.1, pp.11-21, ②澁谷泰秀，関智子，櫛引素夫，松本大吾,(2022).大学の遠

隔授業等の根本的改善に必要な視点－留学生への遠隔授業及び認知科学的視点－, 

vol.23, No.2, pp.40-54。また、青森大学付属総合研究所で教員間の研究活動を支援する

ために毎月 1 回開催している Café 総研において複数の教員が遠隔授業に関する話題提供

を行い多くの教員から注目を集めている。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

卒業要件は、大学学則第１１条に、学部ごとに基礎スタンダード科目並びに専門科目につ

いて必要単位数が明記され、履修の手引きとなる「青森大学学生生活ガイドブック」にも

示されている。また、新入生オリエンテーション及び在学生ガイダンス等を利用して学生

に繰り返し説明しているほか、担任教員・演習担当教員、加えて教務課職員等による個別

対応においても、学生に卒業要件を意識させる工夫がされている。卒業判定は、大学学則

第３６条に沿って、教務委員会が資料を作成し、各学部の卒業判定教授会に諮り審議し、

学長が決定している。各学部の進級判定も卒業認定に準じて行われている。 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

総合経営学部 経営学科 124 単位 ○有・無 ※下表参照

社会学部 社会学科 124 単位 ○有・無 ※下表参照

ソフトウェア情

報学部 

ソフトウェア情

報学科 

124 単位
○有・無 ※下表参照

薬学部 薬学科 231 単位
（2014 年度以前入学者

については 225 単位）
○有・無 単位※下表参照

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項）
公表方法： 

 

 

 



  

本学の履修単位の登録上限 
                                                                                                                             学部 

学科 

 

年次 

総合経営学部 

経営学科 

社会学部 

社会学科 

ソフトウェア情報

学部 

ソフトウェア情報

学科 

薬学部 

薬学科 

年間履修登録 

                                                                                                                            

単位数の上限 

１年次 48 48 48 57 

２年次 48 48 48 56 

３年次 48 48 48 60 

４年次 48 48 30 43 

５年次 ― ― ― 35 

６年次 ― ― ― 41 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法：毎年新入生に配布される青森大学学生生活ガイドブック及び本学ホームペ

ージに掲載。 

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

入学料 その他 備考 
（任意記載事項） 

（年間） 

総合経営学部 経営学科 642,000 200,000 354,660 
 

社会学部 社会学科 642,000 200,000 354,660 
 

ソフトウェア

情報学部 

ソフトウェア

情報学科 
980,000 200,000 284,660 

 

薬学部 薬学科 1,300,000 200,000 476,840 
 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

学修支援及び授業支援に関しては、教務委員会が中心となって学修支援センター、FD 委

員会等と業務を分担し、それぞれが方針を検討し、計画を立案し、それらに基づいて、

以下のとおり、教員と職員が協働して支援を実施している。なお、個々の学生の希望に

応じた学修支援については、学修支援センターが計画・実施を担当している。 

【履修指導と学修支援】 
教務課と教務委員会等の教職員が協働して「青森大学学生生活ガイドブック」を作成

し、履修登録手続き等を解説している。さらに、学生全員を対象に行っている履修指導

としては、４月に実施する新入生オリエンテーション及び在学生ガイダンス等における

解説などにより、学生が正しく理解できるように履修指導を行っている。また、履修登

録期間中は各学部の教務委員等の教職員が学生の履修相談を行うとともに、教務課の職

員は、登録が不十分である学生を洗い出し、学部教務委員会や演習担当教員及び担任教

員と連携しながら直接指導を行っている。 

 



  

【出席状況に基づいた指導】 
授業の出席については、「青森大学ポータルシステム」で管理し、科目担当教員全員と

学部長及び教務委員が教務課職員と情報を共有できる体制を整えている。さらに、学ぶ

意欲の減退や生活の乱れなどが出席状況に表れることを踏まえて、全学部の教授会には

必ず教務課の職員が参加して、欠席が続いている学生の発見、当該学生への連絡・指導

に関し教職員が連携している。深刻なケースでは、学生の保護者に電話連絡及び面談を

実施し、保護者に対して学修指導への協力を依頼している。一方、科目担当教員は、学

生一人ひとりの出欠状況等を「青森大学ポータルシステム」やその他の適切な方法で確

認し、科目の特性に応じて指導している。 

【成績、単位修得状況に基づく指導】 
学生の成績は、各担当教員が「青森大学ポータルシステム」から入力した評価が教務課

に集約され、その後、教務課職員が当システム上で適切に情報を集計・整理して、修得

単位や GPA(Grade Point Average)の現状を把握し、必要に応じてそれらが掲載された成

績表にまとめている。卒業認定基準及び進級規定等に照らして、修得単位が一定以下の

学生については、教授会等で報告し、演習担当教員や担任教員による面談指導を行って

いる。特別な指導を要する学生の保護者に対しては、学生の単位取得状況などに関する

説明をしている。例えば、社会学部では、半期ごとに発送する成績表の中に修学状況に

関する注意文書を同封し、送付している。 

【中途退学者・休学者等への支援】 
中途退学者、休学者、停学者、留年者等への対応の基本的姿勢は、事前の指導の徹底に

あると考え、上述のように、教職員が個々の学生の出席や単位取得の状況を把握するこ

とに努めている。成績や出欠の状況などが懸念される学生については、教授会等におけ

る連携のみならず、事務職員間で普段の業務で気になった学生の情報を共有している。

このような指導にもかかわらず、休学・退学を申し出る学生に対しては、演習担当教員

や担任教員又は教務課や学生課職員による面談や指導を行うことで、退学者にも将来の

展望を踏まえた進路変更となるよう丁寧な対応を心がけている。また、休学者に対して

は、連絡を継続して、状況に応じ早期の復学を促している。さらに、各学部教授会、学

生委員会、学生課が連携して、退学者を減らすために学生の個別指導を強化してきてお

り、一定の成果を挙げているが、まだ改善の余地があると考えている。現在、学生委員

会が中心となって、退学者をさらに減少させるために退学の事由等を分析して、部長会

を通じて全学的に情報共有を行い、改善策を検討している。留年者については、留年が

決定してからも学生と保護者の意向を踏まえ、演習担当教員や担任教員が、必要に応じ

て学部長・学科長も交えて卒業・進級に向けた話し合いを持ち、就職も含めた個別の支

援を行っている。停学者については、処分の検討を行う学生委員会が中心となり、停学

期間中に面談を行い、円滑な復帰を支援している。 

【オフィスアワー制度】 
全学的にオフィスアワー制度を設け、全専任教員が週１回以上の時間帯（非常勤講師に

ついては授業の前後で対応）を設定し、学生の授業等に関する相談や学修支援活動に活

用している。オフィスアワーは指定した時間に各教員の研究室で行い、学生は当該時間

内であれば予約なしで訪問できることを原則としている。開設時間と場所は学内の掲示

板でも確認でき、学生にも周知されている。現状では、オフィスアワー制度の活用実績

は高いとは言えないが、学生はオフィスアワーの時間以外にも教員を訪ねて指導や支援

を受けており、これには本学の学生と教員の距離の近さが影響していると考えられる。 

【学生の意見のくみ上げ】 
全学生を対象に「授業アンケート」及び「学修時間・学修行動調査」を実施するととも

に、卒業生を対象に「卒業生アンケート」を実施している。「授業アンケート」は、FD

委員会と教務委員会が協働して各学期に実施し、授業内容の理解度や授業改善の要望な

どを集約し、各教員が担当する授業の改善に生かしている。「学修時間・学修行動調

査」は、教務委員会と学修支援センターとの協働で各学期に行われ、授業外学修や学習



  

意欲について実態を分析し、その結果をホームページ等に掲載して、学生の学修実態の

客観的把握ができるようにしている。これらの調査でくみ上げられた意見、要望は、関

係する組織及び教職員に伝達され、改善に利用されている。 

【スチューデント・アシスタントの活用による学修支援及び授業支援の充実】 
学修効果を高めるために、平成２６年度からスチューデント・アシスタント制度を導入

している。科目の特性や必要性に応じて、授業の経験が豊富な４年生を中心とした上級

学年の学生をスチューデント・アシスタントとして認定して、授業支援を展開してい

る。スチューデント・アシスタントは、担当教員の指導の下、それぞれ学部学生、下級

生に対する助言や支援、実習準備等の教育補助業務を行っている。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

キャリア支援課を中心とした教職協働の「キャリア支援チーム」が組織されて、キャリ

ア支援の体制が強化されている。キャリア支援のための科目は、教員とキャリア支援チ

ームの職員とが協働して授業の設計・実施に当たっている。具体的には、「就職活動実

践演習」では、キャリア支援チームの職員が関わることで、学生が就職活動と関連させ

た実践的な学修ができるので、学生の就職への意識も高まっている。個別のキャリア支

援は、キャリア支援課が中心となって、学内の合同会社説明会、個別企業説明会、就職

相談等を計画・実施している。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

生活相談全般では、学生課が窓口となり生活指導等を行い、各学部では担任教員又はゼ

ミ担当教員が学生の相談に親身に応じている。また、オフィスアワーとして各教員が一

週間に 3コマ程度設け学生の支援を行っている。（学内を全面禁煙とし、全学生を対象

に健康診断も行っている。）さらに、保健室には看護師が常駐し学生の健康相談に対応

している。心的支援を必要とする学生に対しては、社会福祉学科の精神保健福祉士の資

格をもつ教員が助言や指導を行い、状況に応じて、（最寄りの心療内科の診断・指導を

受けるような指導等）外部専門カウンセラーの派遣を依頼し、事前予約制による学生相

談を実施している。その他にも、学生相談・特別支援センターにおいて心身に障害のあ

る学生などへこれらの学生に関する情報の収集、支援に関する学内部署間の調整、就学

しやすい施設・設備の対応など教育活動等の整備の推進など主体的に大学生活を送るた

めの就学環境の整備や学生生活の支援も行い、学生の心身の健康等に係る支援に関する

取組などを行っている。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：https://www.aomori-u.ac.jp/shugakushien/ 

 

 



（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

学校コード F102310100603

（備考）

内
訳

50人

22人

家計急変による
支援対象者（年間）

0人

213人

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

合計（年間）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したこ
とにより認定の取消しを受けた者の数

年間 0人

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が1人以上10人以下の場合に
は、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載するこ
と。

本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学の支
援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、第３号
に掲げる区分をいう。

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認
定の取消しを受けた者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

年間

213人

後半期

205人

134人

47人

24人

学校名

設置者名

青森大学

学校法人　青森山田学園

前半期

支援対象者（家計急変
による者を除く）

200人

128人第Ⅰ区分



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

右以外の大学等

後半期前半期年間

修業年限で卒業又は修
了できないことが確定

修得単位数が標準単位
数の５割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の５割以

下）

出席率が５割以下その
他学修意欲が著しく低

い状況

－

－

「警告」の区分に連続
して該当

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の
処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数

計

－

22人

16人

退学 0人

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成
績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められ
ず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含

む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修
業年限が２年以下のものに限る。）

0人



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

訓告 0人

年間計 2人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学
生認定の効力の停止を受けた者の数

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の
効力の停止を受けた者の数

３月未満の停学 －

修得単位数が標準単位
数の６割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の６割以

下）

0人

ＧＰＡ等が下位４分の
１

22人

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

年間 前半期 後半期

計 40人

出席率が８割以下その
他学修意欲が低い状況

18人


